
AIUの国内旅行傷害保険は、旅先でのケガによる入院・通院から、賠償事故（たとえば、スキー場での衝突による賠償事故）や、手荷物（たと
えば、スキー用具など）の盗難まで補償します。あなたも、楽しい旅行に安心をプラスするAIUの国内旅行傷害保険にぜひご加入ください。

こんなときお役に立ちます
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臨 時 費 用
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手術の種類により入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。
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死 亡 保 険 金 額

臨 時 費 用 保 険 金 額

旅 行 期 間（保 険 期 間）

ご　契　約　タ　イ　プ

後 遺 障 害 保 険 金 額
（後遺障害の程度に応じて）
入 院 保 険 金 日 額
（ 1 8 0 日 限 度 ）
手 術 保 険 金
(手術の種類に応じて1事故につき1回)
通 院 保 険 金 日 額
（ 9 0 日 限 度 ）

個 人 賠 償 責 任 保 険 金 額
（自己負担額なし）（支払限度額）

救 援 者 費 用 等 保 険 金 額
（ 支 払 限 度 額 ）

携行品損害保険金額（支払限度額）
（自己負担額３，０００円）（１個１組または１対につき１０万円）

留守宅家財保険金額（支払限度額）
（自己負担額３，０００円）（１個１組または１対につき１０万円）

ご契約タイプを選び、申込書のご契約タイプ欄にご記入ください。
20名以上の団体でご契約される場合、団体割引が適用されます。保険料は、以下をご覧ください。ご契約タイプ一覧表
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保険料割引制度のご案内

20名以上の団体契約であることが適用の条件になります。被保険者数に対応する適用団体割引は下記の表のとおりです。
また、団体割引適用時の1名あたりの保険料は、上記ご契約タイプ一覧表のとおりとなります。

【適用の条件】

被保険者数

団体割引率 5% 10% 15% 20%

20～99名 100～499名 500～999名 1000名以上

ホテルや土産物店であやまって物
をこわしてしまい、法律上の賠償
責任を負ったときなど。

交通事故、航空機事故、ホテル火
災、スキー中の転倒事故などでケ
ガをしたときなど。

他のスキーヤーに衝突してケガを
させ、法律上の賠償責任を負った
ときなど。

事故で死亡または１４日以上入院
し、家族がかけつけたときなど。

バック、カメラなどが盗難や火災
により損害を受けたときなど。

第三者の行為によりケガをし、死
亡したとき。

自宅の家財が旅行で留守中、盗難にあったとき。
※ご契約タイプ「174」「177」を除く。

スキー、ストック、スノーボード、カメラな
どが盗難にあったり、破損したときなど。
（注）レンタル用品、宅配便別送品
の事故は対象となりません。

救 援 者 費 用 留 守 宅 家 財

傷害の

1～19名 なし
団体割引率被保険者数

2010年10月改定

国内旅行傷害保険の割引制度について、以下のとおりご案内いたします。

・①申込人（保険契約者）と旅行者（被保険者）が異なる場合で、旅行者（被保険者）の同意の署名が無い場合、または②旅行者（被保険者）が旅行出発日時点で
15才未満の場合（同意の署名は不要です。）は、傷害死亡保険金額は1000万円を上限とさせていただきます。
・この保険は日本国内において発生した事故に対して保険金を支払うものですが、次の　　の場合は日本国外において発生した事故に対しても保険金を支払います。
被保険者が搭乗している航空機または船舶が通常の航路により日本国外を通過する場合
被保険者が搭乗している航空機または船舶が第三者に不当に支配されたことにより日本国外に出た場合

・通院保険金は次の算式によって算出した額を支払います。（通院保険金の額）＝（通院保険金日額）×（通院した日数（注）） （注）90日限度
・死亡保険金受取人は法定相続人とします。

（
ご
注
意
）

（国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険）




